
川崎都市計画用途地域の変更（川崎市決定）
都市計画用途地域を次のように変更する。

種類 面積
建築物の
容積率

建築物の
建ぺい率

外壁の後退
距離の限度

建築物の
敷地面積の
最低限度

建築物の
高さの
限度

備考

約 180 ha 6/10以下 3/10以下 (1.4%)
約 1.0 ha 6/10以下 4/10以下 (0.0%)
約 733 ha 8/10以下 4/10以下 (5.8%)
約 327 ha 8/10以下 4/10以下 (2.6%)
約 982 ha 8/10以下 5/10以下 (7.7%)
約 530 ha 10/10以下 5/10以下 100㎡ (4.2%)

小計 約 2,753 ha 21.6%

第二種低層
住居専用地域

約 15 ha 10/10以下 5/10以下
道路側を除く
敷地境界から

１ｍ
100㎡ 10ｍ (0.1%)

小計 約 15 ha 0.1%
約 35 ha 15/10以下 6/10以下 － － － (0.3%)
約 2,169 ha 20/10以下 6/10以下 － － － (17.0%)

小計 約 2,205 ha 17.3%
約 9.7 ha 15/10以下 6/10以下 － － － (0.1%)
約 433 ha 20/10以下 6/10以下 － － － (3.4%)

小計 約 442 ha 3.5%
約 1,395 ha 20/10以下 6/10以下 － － － (11.0%)
約 3.6 ha 30/10以下 6/10以下 － － － (0.0%)

小計 約 1,398 ha 11.0%
約 959 ha 20/10以下 6/10以下 － － － (7.5%)
約 4.8 ha 30/10以下 6/10以下 － － － (0.0%)

小計 約 963 ha 7.6%
約 550 ha 20/10以下 6/10以下 － － － (4.3%)
約 81 ha 30/10以下 6/10以下 － － － (0.6%)

小計 約 632 ha 5.0%
約 274 ha 20/10以下 8/10以下 － － － (2.2%)
約 339 ha 30/10以下 8/10以下 － － － (2.7%)
約 6.7 ha 40/10以下 8/10以下 － － － (0.1%)

小計 約 620 ha 4.9%
約 19 ha 20/10以下 － － － － (0.1%)
約 3.7 ha 30/10以下 － － － － (0.0%)
約 599 ha 40/10以下 － － － － (4.7%)
約 82 ha 50/10以下 － － － － (0.6%)
約 29 ha 60/10以下 － － － － (0.2%)
約 30 ha 80/10以下 － － － － (0.2%)

小計 約 762 ha 6.0%
約 660 ha 20/10以下 6/10以下 － － － (5.2%)
約 16 ha 30/10以下 6/10以下 － － － (0.1%)

小計 約 676 ha 5.3%
工業地域 約 477 ha 20/10以下 6/10以下 － － － (3.7%)

小計 約 477 ha 3.7%
約 495 ha 20/10以下 4/10以下 － － － (3.9%)
約 1,287 ha 20/10以下 6/10以下 － － － (10.1%)

小計 約 1,782 ha 14.0%
合計 約 12,726 ha 100.0%

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」
理由

 　別添、理由書による。

第一種中高層
住居専用地域

第二種中高層
住居専用地域

125㎡

準工業地域

第一種
住居地域

10ｍ

敷地境界から
１ｍ

道路側を除く
敷地境界から

１ｍ

第一種低層
住居専用地域

工業専用地域

第二種
住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域





川崎都市計画用途地域の変更・新旧対照表

6/10以下 3/10以下 約 180 ha 約 180 ha 約 ±0.00 ha
6/10以下 4/10以下 約 1.0 ha 約 1.0 ha 約 ±0.00 ha
8/10以下 4/10以下 約 733 ha 約 733 ha 約 ±0.00 ha
*8/10以下 4/10以下 約 327 ha 約 327 ha 約 ±0.00 ha
*8/10以下 5/10以下 約 982 ha 約 982 ha 約 ±0.00 ha
*10/10以下 5/10以下 約 530 ha 約 530 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 2,753 ha 約 2,753 ha 約 ±0.00 ha

第二種低層
住居専用地域

*10/10以下 5/10以下 約 15 ha 約 15 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 15 ha 約 15 ha 約 ±0.00 ha
15/10以下 6/10以下 約 35 ha 約 35 ha 約 ±0.00 ha
20/10以下 6/10以下 約 2,169 ha 約 2,169 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 2,205 ha 約 2,205 ha 約 ±0.00 ha
15/10以下 6/10以下 約 9.7 ha 約 9.7 ha 約 ±0.00 ha
20/10以下 6/10以下 約 433 ha 約 433 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 442 ha 約 442 ha 約 ±0.00 ha
20/10以下 6/10以下 約 1,395 ha 約 1,395 ha 約 -0.02 ha
30/10以下 6/10以下 約 3.6 ha 約 3.6 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 1,398 ha 約 1,398 ha 約 -0.02 ha
20/10以下 6/10以下 約 959 ha 約 959 ha 約 ±0.00 ha
30/10以下 6/10以下 約 4.8 ha 約 4.8 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 963 ha 約 963 ha 約 ±0.00 ha
20/10以下 6/10以下 約 550 ha 約 550 ha 約 ±0.00 ha
30/10以下 6/10以下 約 81 ha 約 81 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 632 ha 約 632 ha 約 ±0.00 ha
20/10以下 8/10以下 約 274 ha 約 274 ha 約 ±0.00 ha
30/10以下 8/10以下 約 339 ha 約 339 ha 約 +0.00 ha
40/10以下 8/10以下 約 6.7 ha 約 6.7 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 620 ha 約 620 ha 約 +0.00 ha
20/10以下 － 約 19 ha 約 19 ha 約 ±0.00 ha
30/10以下 － 約 3.7 ha 約 3.7 ha 約 ±0.00 ha
40/10以下 － 約 599 ha 約 599 ha 約 -0.00 ha
50/10以下 － 約 82 ha 約 82 ha 約 ±0.00 ha
60/10以下 － 約 29 ha 約 29 ha 約 ±0.00 ha
80/10以下 － 約 30 ha 約 30 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 762 ha 約 762 ha 約 -0.00 ha
20/10以下 6/10以下 約 660 ha 約 660 ha 約 +0.02 ha
30/10以下 6/10以下 約 16 ha 約 16 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 676 ha 約 676 ha 約 +0.02 ha
工業地域 20/10以下 6/10以下 約 477 ha 約 477 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 477 ha 約 477 ha 約 ±0.00 ha
20/10以下 4/10以下 約 495 ha 約 495 ha 約 ±0.00 ha
20/10以下 6/10以下 約 1,287 ha 約 1,287 ha 約 ±0.00 ha

小計 約 1,782 ha 約 1,782 ha 約 ±0.00 ha
合計 約 12,726 ha 約 12,726 ha 約 ±0.00 ha

第一種中高層
住居専用地域

第二種中高層
住居専用地域

第一種
住居地域

第二種
住居地域

面積の増減

新 旧

第一種低層
住居専用地域

種類 建築物の容積率 建築物の建ぺい率

新旧用途地域別面積

工業専用地域

（第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の外壁の後退距離は、*印は「道路側を除く敷
地境界から１ｍ」、無印は「敷地境界から１ｍ」）

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域



理由書 

 

川崎都市計画用途地域の変更（木月地区） 

  

本市では、川崎再生フロンティアプランに基づき、都市の活力や魅力の向上を図り、安全で快適なまちづく

りを推進するため、住居や商業、工業などの土地利用の適正な配置による機能的な都市活動の確保や、良好な

市街地環境の形成を図ることを目的として用途地域を定めています。 

 

都市計画道路小杉木月線は高度経済成長下での都市の成長を前提に、都市計画決定を行なってまいりました。

しかしながら、本市の都市計画道路網を取り巻く状況が変化する中で、適切な都市計画道路網への見直しを図

るため、平成２０年６月に策定した「都市計画道路網の見直し方針」に基づき廃止することと致しました。 

 

 本案は、都市計画道路小杉木月線の廃止に併せて、現在小杉木月線を基準に路線的に指定している用途地域

について、境界位置の適切な明示を行うために境界名称を変更するとともに、明確な地形地物にあわせて区域

の整正を図るため、用途地域を変更しようとするものです。 

 

 

 

 

 

 

 


